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日本学術会議だより 妬．2

「日本高齢社会総合研究センター（仮称）の設立に

ついての提言」を公表
昭和61年8月　日本学術会議広報委員会

　本会議高齢化社会特別委員会は，このたび，「日本高齢社会総合研究センター（仮称）の設立についての提言」を

とりまとめ，本会議運営審議会の承認を得て，公表いたしました。

　今回の「日本学術会議だより」では，この「提言」の概要に加えて，本会議と学・協会とを結び付ける上で重要な

役割を果たしている研究連絡委員会の概要等を紹介し，また，本年9月に開催を予定している本会議主催の公開講演

会についてお知らせいたします。

　　「日本高齢社会総合研究センター（仮称）

　の設立についての提言」（概要）

　　　　　　　　　　昭和61年5月26日
　　　　　　　　　　　日本学術会議高齢化社会特別委員会

　今日，高齢祉会への移行の間題が大きく取り上げられている

にもかかわらず，我が国の研究体制は国際的にみても遅れてお

り、とくに人文・社会科学の分野においてそれがいちじるしい。

そこで，この遅れを取り戻して時代の要請にも応えるために，

我々は「日本高齢社会総合研究センター」（仮称）の設立を提

言したい。

1．総合研究センターの目的

　すでに日本学術会議は，昭和55年，「国立老化・老年病セン

ター」設置についての勧告を内閣総理大臣あてに行っている。

この医学・生物学を中心とする研究・診療型センターと緊密な

連携を保ちつつ，本「日本高齢社会総合研究センター」は，人

文・社会科学を中心として，（1）高齢社会の構造問題，（2）高齢思

をめぐる総合政策，（3）高齢者の生活課題を総合的に研究するも

のである。また，本センターにおける研究は3つの原則，すな

わち（1）高齢者主体の原則，（2）地域特性の原則，（3）国際交流の原

則を重視する。

2．当面の研究課題と活動

　（1）地域福祉・在宅福祉との関連におけるソーシァルケアのあ

彫）方，（2）高齢社会における全年齢層の生涯学習体制の確立，（3）

70歳ま．で働ける雇用体制づくり，（4）健康で自立的な高齢者の社

会的役割の重視。またこれら以外に，（5）高齢社会に関する研究

者・実務専門家・政策担当者などキーパーソンの養成，（6）高齢

者，わけても75歳以上の後期高齢者の生活実態と生活意識の全

国的及び国際的調査，ならびにモデル調査地域における高齢社

会化過程の追跡調査の実施も心要不可欠なものである。

3．総合研究センターの性格

　（1）法律にもとづく独立性の高い法人とする。

　（2）国の出資による基金を基礎として設立されるが，そのほか

にも一般寄付，研究受託費などを加えて弾力的に運営する。

　（3）人文・社会科学を中心とする全国的なネットワーク型の中

枢的研究センターであって，官庁や大学の付置型ではない。

4．研究の運用

（1）研究・調査は総合研究センターの自主研究のほか，受託研

究・委託研究を行い，できうれば研究助成も行いたい。

　（2）いずれの研究・調査も，心要な研究者で随時編成するプロ

ジェクト・チーム方式によって組織する。

　（3）大学，省庁，自治体，企業体，その他の研究機関から，外

国人研究者も含めて，短期・長期の流動研究員を受け入れ，研

究者と実務家との交流をはかると共に，研究者・政策担当者を

養成する。

　（4）また必須の活動として，精報セクター「調査室」において

高齢者調査と高齢社会化過程の追跡調査を行う。

5．研究の機構

　次の諸セクターから構成される。

　（1）研究セクター．（2）情報セクター（調査室・資料室），（3）研

修セクター，（4）公開活動セクター，（5）国際交流セクター

　このような構想の下に，本「日本筒齢社会総合研究セン
ター」は，高齢社会に関する研究を，人生80年段階の文明史的

意味の究明を含めて行っていく。

「中性子回折・散乱研究の推進に関する意見

　一物理学，結晶学両研連の意見」を発表

　本会議物理学，結晶学両研究連絡委員会は，このたび，「中

性子回折・散乱研究の推進に関する意見」をとりまとめ，本会

議運営審議会の承認を得て，両委員会委員長の連名で，関係機

関へ送付した。

＜「意見」の概要＞

　現在，日本原子力研究所において，改JRR－3研究用原子
炉の建設が進められているが，この原子炉の利用は，物理学，

結晶学はもとより，関連諸分野における中性子回折研究に重要

な寄与を果たすものと思われる。

　一方，この原子炉に1津，原研の外に，東京大学物性研究所，

東北大学理学部等が多数の各種測定装置を設置する計画がなさ

れている。

　物理学および結晶学両研究連絡委員会は，これらの研究機関

等によって改JRR－3を利用する中性子ビーム実験装置が設置

されることが，我が国の基礎科学の進展に極めて大きな意義を

もつことにかんがみ，この計画が遅滞なく達成されるよう，関

係各方面の御配慮をお願いする次第である。
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研究連絡委員会（略称「研連」）とは？

　日本学術会議法により，科学に関する研究の連絡を図り，そ

の能率を向上させることが，本会議の職務の一つとして定めら

れている。そして，そのために心要な事項を調査，審議する目

酌で，180の研究連絡委員会（以下，「研連」どいう。）が設置

されている。

　去る4月の第100回総会では「日本学術会議の運営の細則に
関する内規」（以下「内規」という。）が制定されたが，この中

で研連にっいては，とくに一章を設け総括的な規定をした、）研

連については，多くの学・協会の方々にとって関心が深いと考

えられるので，上述の規定を中心に関連する規定の大略を以’ド

に紹介する。

1．研連の職務など

　日本学術会議法第15条により，「……科学に関する『研究

の領域』及び『重要な課題』ごとに……」研連を設置するこ

とが規定されているため，今回の内規においては，研連を

「領域別研連」と「課題別研連」の2つに分類し，それぞれ

の職務を区分している。

〈1）　「領域別研連」の職務は，次のとおりである。

　　関係する学術研究領域にて）いての，①学術の現状及び長

　期的動向の把握　②将来計画0）．、Z案及び研究条件の整備の

　検討　③国内における研究機関又は学術研究団体（学・協

　会）との連絡調整　④国際学術団体の国内委員会又はこれ

　に準ずるものとしての職務　 与）その他

12）　「課題別研連」の職務は，次のとおりである。

　　工重要課題についての将来計画の、、Z案及び研究条件の整

　備の検討　②複合又は学際分野の研究の促進のための研究

　の連絡の調整　・．③1国際的協力事業等に関する国内委員会又

　はこれに準ずるものとしての業務④その他

2．研連の構成と研連委員の任期

　今回の内規では，研連は，関係する日本学術会議会員（以

下「会員」という。）のほか，原則としてその研連と関係あ

る学・協会（正しくは，登録学術研究団体）や他の研連等の

推薦により委嘱された者によって構成されることとしている。
ちなみ1と，現在の委員定員総数は2，370人である、）

　また，研連委員の任期については，日本学術会議法により3

年の定めがあるが，任期の通算制限にく）いては会員と異なり，

法には規定がない。そこで今回の内規では，研連の活性化をは

かるという観点から会員と同様の運用を行うことになり，「通

算3任期まで」という規定をしている。ただし，会員在任期間や

国際学術団体の役員等特別な事由がある場合の期間は除かれ

るし，第12期以前の在任期問は算入しないこととしている。

3．研連の審議成果の発表

　研連での審議の結果，得られた成果については，委員会報

告書としてとりまとめられて配布されたり，また，研連主催

（関係学・協会との共催が多い）のシンポジウム・講演会等

で報告されたりするが，それらの中で重要な事項については，

春秋2回の総会の決定を経て，勧告，要望あるいは声明等と

して，日本学術会議名で外部へ出されることもある。

　さらに，今回の内規により，前ページの物理学，結晶学両

研連の「意見」のように，緊急を要する時には，おおよそ毎

月開催されている運営審議会の承認を経て，研連名で外部へ

発表することができるようになった。

　なお，今回の内規では，会員の推薦には直接に関係のない

研連本来の職務や構成等について定めたものである。第14期

の会員の推薦に関係するいわゆる「関連研連」については，

見直しを行っていて，来る10刀の総会で必要な措置をとるこ

ととしている。
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　本会議は，このたび学術の成果を国民に還元するという日本

学術会議法の趣旨に沿うための活動の一環として，本会議主催

の公開講演会を開催することにした。

　今回の公開講演会は，本会議の第13期活動計画の中でたてら

れている3つの重点課題に沿いつつ，21世紀を目指した学術の

今後の展望を考えるという構想に基づき，次のように企画され

ている。

　多数の方々の御来場をお願いしたい。

日時：昭和61年9月27日（土）

　　　　　　　　13時30分～17時

会場：日本学術会議講堂
　　　　（東京都港区六本木7－22－34）

　　　　（地下鉄千代田線，乃木坂駅下車1分）

演題と講演者

1．これからの科学の望ましい在り方
　　　近藤　次郎（日本学術会議会長）

　　　　講演要旨：20世紀の科学の発展を回顧し，この趨勢で，

　　　　　これからの科学・技術がどのようになるかを予測す

　　　　　る。1984年のオウエンスのようなSFを描く。そし

　　　　　て人間の幸福とは何かをもう一度考え，環境・資源

　　　　　などから見た科学・技術の在り方を考える。

2．創造的人間とその条件

　　　本明　寛（日本学術会議会員・早稲田大学教授）

　　　　講演要旨：学術会議は，「創造的な基礎的研究の推進」

　　　　　に積極的に取り組むことを宣言している。そのため

　　　　　には個々の人問の創造活動を重視し，創造性の発揮
　　　　　ぴ）ための条件を明確にする必要がある。そこで人間

　　　　　学的立場からこの課題にアプローrチしたい。

3．学術研究における国際性
　　　西川　哲治（日本学術会議会員．・高エネルギー物理学研

　　　　　　　　　究所長）

　　　　講演要旨：加速器などにおける国際協力に関して講演

　　　　　者自身の体験に基づき，その在り方，問題点，今後

　　　　　の展望などについて考える。

◆申込方法：往復はがき（住所，氏名，郵便番号を明記）

◆定　　　員：300人（先着順）

◆申込締切日：昭和61年9月20日（土）

◆申込先：〒106東京都港区六本木7－22－34
　　　　　　　　　　日本学術会議事務局庶務課講演会係

　多数の学協会の御協力により，「日本学術会議だより」

を掲載していただくことができ，ありがとうございます。

　なお，御意見・お問い合わせ等がありましたら下記まで

お寄せください。

　　　　　〒106港区六本木7－22－34

　　　　　　　　日本学術会議広報委員会
　　　　　　　　（日本学術会議事務局庶務課）

　　　　　　　　　　電話　03（403）6291
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